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クレジットカード取扱い開始等に伴い、旅客営業規則を改正し規程を変更いたします（2025月(R7)年 11月 6日改正、改正箇所のみ抜粋） 

当規則等の運送約款については、こちらをご参照ください。 

 

新旧比較表【旅客営業規則】 

現行 改正後 

第 １ 章 総 則 

 

（運賃前払いの原則） 

第４条 旅客は､運送契約の申込みを行おうとする場合､現金により所定の旅客運賃を支払って乗車券を購入し、又は IC乗車券により普通乗

車券と引き換えなければなりません。ただし、IC 乗車券により直接入場する場合を除きます。 

 

２ IC 乗車券により直接入場する場合は、有効な定期乗車券の区間内を利用する場合を除き、出場時に運賃相当額を、IC 乗車券から減算し

ます。 

３ 前各項の規定にかかわらず、旅行開始前に契約の締結等により会社が特に認めた場合は、後払いとすることがあります。 

 

第 ５ 章 乗車券の効力 

 

（券面表示事項等が不明となった乗車券） 

第３８条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったとき又はその磁気情報等の効力が失われたときは使用することができません。 

２ 前項の規定により使用できない乗車券（普通乗車券を除く。）を所持する旅客は、これを駅に提出して書換えを請求しなければなりませ

ん。 

３ 前項の規定により旅客から書換えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、旅客の申出その他の方法により不明事

項が判別できるときは、当該乗車券と引き換えに再発行の取扱いをします。 

４ 第１項の規定により使用できない普通乗車券を所持する旅客は、係員に申し出て払戻しを請求のうえ、買い換えなければなりません。 

５ 第３項及び前項に規定する取扱いを行った場合、旅客の過失によるときは、次の各号に規定する手数料を収受します。 

（1）普通乗車券                                   １１０円 

（2）定期乗車券                                   ５２０円 

（3）団体乗車券、貸切乗車券                             ２２０円 

 

附 則 

この規則は、２０２５年１０月 １日から改正施行します。 

 

１９９４年 ８月２０日制定      ２０１１年 ４月 １日改正 

 １９９４年１２月 １日改正      ２０１４年 ４月 １日改正 

 １９９５年１０月１８日改正      ２０１５年 ２月１１日改正 

 １９９６年１１月 １日改正      ２０１５年 ３月１４日改正 

 １９９７年 ３月３１日改正      ２０１６年 ４月２８日改正 

 １９９７年 ４月 １日改正      ２０１７年１０月 １日改正 

 １９９７年 ９月 １日改正      ２０１９年 ４月 １日改正 

 １９９８年 ４月 １日改正      ２０１９年１０月 １日改正 

 １９９８年 ６月１７日改正      ２０２０年 １月３１日改正 

 １９９８年 ７月１６日改正      ２０２１年 ５月１５日改正 

 ２００３年 ５月１３日改正      ２０２２年 ２月２５日改正 

 ２００４年 １月 １日改正      ２０２４年 ４月１８日改正 

 ２００４年 ３月２０日改正      ２０２４年 ６月 １日改正 

 ２００８年 ４月 １日改正      ２０２４年 ９月 ８日改正 

 ２００９年 ８月 ８日改正      ２０２５年 ４月２５日改正 

 

 

第 １ 章 総 則 

 

（運賃前払いの原則） 

第４条 旅客は､運送契約の申込みを行おうとする場合､現金により所定の旅客運賃を支払って乗車券を購入し、又は IC 乗車券により普通乗

車券と引き換えなければなりません。ただし、IC 乗車券により直接入場する場合を除きます。また、旅行開始前に契約の締結等により会

社が特に認めた場合は、後払いとすることができます。 

２ IC 乗車券により直接入場する場合は、有効な定期乗車券の区間内を利用する場合を除き、出場時に運賃相当額を、IC 乗車券から減算し

ます。 

３ 前各項の規定にかかわらず、旅客は、定期旅客運賃について会社が特に認めたクレジットカードによって支払うことができます。 

 

第 ５ 章 乗車券の効力 

 

（券面表示事項等が不明となった乗車券） 

第３８条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったとき又はその磁気情報等の効力が失われたときは使用することができません。 

２ 前項の規定により使用できない乗車券（普通乗車券を除く。）を所持する旅客は、これを会社の指定する駅に提出して書換えを請求しな

ければなりません。 

３ 前項の規定により旅客から書換えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、旅客の申出その他の方法により不明事項

が判別できるときは、当該乗車券と引き換えに再発行の取扱いをします。 

４ 第１項の規定により使用できない普通乗車券を所持する旅客は、係員に申し出て払戻しを請求のうえ、買い換えなければなりません。 

５ 第３項及び前項に規定する取扱いを行った場合、旅客の過失によるときは、次の各号に規定する手数料を収受します。 

（1）普通乗車券                                   １１０円 

（2）定期乗車券                                   ５２０円 

（3）団体乗車券、貸切乗車券                             ２２０円 

 

附 則 

この規則は、２０２５年１１月 ６日から改正施行します。 

 

１９９４年 ８月２０日制定      ２０１４年 ４月 １日改正 

 １９９４年１２月 １日改正      ２０１５年 ２月１１日改正 

 １９９５年１０月１８日改正      ２０１５年 ３月１４日改正 

 １９９６年１１月 １日改正      ２０１６年 ４月２８日改正 

 １９９７年 ３月３１日改正      ２０１７年１０月 １日改正 

 １９９７年 ４月 １日改正      ２０１９年 ４月 １日改正 

 １９９７年 ９月 １日改正      ２０１９年１０月 １日改正 

 １９９８年 ４月 １日改正      ２０２０年 １月３１日改正 

 １９９８年 ６月１７日改正      ２０２１年 ５月１５日改正 

 １９９８年 ７月１６日改正      ２０２２年 ２月２５日改正 

 ２００３年 ５月１３日改正      ２０２４年 ４月１８日改正 

 ２００４年 １月 １日改正      ２０２４年 ６月 １日改正 

 ２００４年 ３月２０日改正      ２０２４年 ９月 ８日改正 

 ２００８年 ４月 １日改正      ２０２５年 ４月２５日改正 

 ２００９年 ８月 ８日改正      ２０２５年１０月 １日改正 

２０１１年 ４月 １日改正 

 

https://www.astramline.co.jp/Portals/0/pdf/ride-guidance/%E2%91%A1rule-eigyou251106.pdf
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現行 改正後 

 

別表２（第１３条） 

乗車券の表面表示 

 

 

１ 小 小児用普通乗車券、小児用定期乗車券、及び小児用入場券を発売する場合 

２ 割 特定割引となる普通乗車券、及び特定割引となる定期乗車券を発売する場合 

３ IC IC乗車券により普通乗車券を発売する場合 

４ 学 学生定期乗車券を発売する場合 

５ 継 定期乗車券を継続発売する場合 

６ 再 定期乗車券を再発行する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２（第１３条） 

乗車券の表面表示 

 

 

１ 小 小児用普通乗車券、小児用定期乗車券、及び小児用入場券を発売する場合 

２ 割 特定割引となる普通乗車券、及び特定割引となる定期乗車券を発売する場合 

３ IC IC乗車券により普通乗車券を発売する場合 

４ 学 学生定期乗車券を発売する場合 

５ 継 定期乗車券を継続発売する場合 

６ 再 定期乗車券を再発行する場合 

７ C 制 定期乗車券をクレジットカード支払いで発売する場合 
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クレジットカード取扱い開始に伴い、IC乗車券取扱規則を改正し規程を変更いたします（2025月(R7)年 11月 6日改正、改正箇所のみ抜粋） 

当規則等の運送約款については、こちらをご参照ください。 

 

新旧比較表【IC 乗車券取扱規則】 

 

現行 改正後 

別表５（第２８条他 ＩＣＯＣＡ定期券・こどもＩＣＯＣＡ購入申込書）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表６（第２９条他 ＩＣＯＣＡ再発行登録・払戻し・設定変更等申込書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

この規則は、２０２４年 ６月 １日より施行します。 

２０２４年 ６月 １日制定 

 

 

別表５（第２８条他 ＩＣＯＣＡ定期券・こどもＩＣＯＣＡ購入申込書）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表６（第２９条他 ＩＣＯＣＡ再発行登録・払戻し・設定変更等申込書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

この規則は、２０２５年１１月 ６日より施行します。 

２０２４年 ６月 １日制定 

 

  

 
 

https://www.astramline.co.jp/Portals/0/pdf/ride-guidance/%E2%91%A2rule-icjoushaken251106.pdf

